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・家畜排せつ物については、畜産農家が適正処理
に苦労していたため、これらを有料で引き取り、
大規模のメタンガス化施設で処理することで、畜
産農家の手間の軽減や経済的な負担軽減につな
がった。 

・消化液は、肥料価値の高い有機質肥料として、
畜産農家および耕種農家の圃場に還元され、活用
が推進されている。 

 

 

先行導入事例その５：鹿追町の取組み 

ごみ投入量（人口） 

ごみ収集区分 

既存のごみ処理方式 

都市タイプ 

１t/日 （0.6万人） 

農山漁村タイプ 

生ごみ 

堆肥化 

採用したメタンガス化システム 

湿式メタンシステム 
・処理能力は、94.8t/日（家畜排せつ物は85.8t/日、敷料等4t/日、 
 車両洗浄水5t/日、うち食品廃棄物1t/日） 
・平成23年度の処理量は、30,371t/年（H23.4～H24.2まで） 
・ごみ収集区分を、生ごみ分別収集に変更 
・前処理として、機械選別等は導入せず。破袋機のみ 
・発生するメタンガスを用いて発電（売電）を実施 
・残渣は液肥として利用 
・メタンガス化施設の排熱を活用し、温室ハウスでのマンゴー栽培と、 
 チョウザメの養殖施設を建設中 

＜液肥の圃場別散布量＞ 

（出所）鹿追町環境保全センター資料 

コスト削減効果・環境負荷削減効果 
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取組みの道のり 

先行導入事例その５：鹿追町の取組み 

平成13年度 
町が、バイオガスプ
ラント（BGP）利用
構想を提示。 

平成19年度 
•試験運転を経て
、事業主体は町
（組合）に移管
。 
 

平成18年度 
•バイオマスタウン構
想を策定 
•プラント（バイオガ
ス化施設＋堆肥化施設
）を道営事業（中山間
地域総合整備事業）と
して、総事業費16億
5500万円で建設。 

平成16年度 
•汚泥、事業系生ごみの堆肥
化（コンポスト化）開始。 
 

平成14年度に、関係者 
（町、JA、普及センター
、受益農家）によるBGP準
備委員会を設立し、同年
12月に道営事業としての
協議を開始した。 

バイオガス化施
設の排熱を活用
し、温室ハウス
でのマンゴー栽
培と、チョウザ
メの養殖施設を
建設中 

堆肥化施設では、水分の少ない生ごみと
家畜排せつ物（乳牛）を対象稼働中。 

＜平成22年度＞ 
•家庭系および事業系生ごみ、農業集落
排水汚泥をバイオガス化施設に投入開始
。 
＜平成24年度＞ 
•平成25年2月にＦＩＴ設備認定を受け
る。 
⇒平成25年4月よりＦＩＴ適用開始（Ｒ
ＰＳ法適用期間を除いた14年10ヶ月）
。 
 

【取組概要】 

■平成13年に町がバイオガス化プラントの利用構想を提示し、その後、関

係者間で設立準備会を設置。平成18年度に道営事業（中山間地域総合整備

事業）によりバイオガスプラント、堆肥化プラントを整備し、既存の汚泥

処理施設（コンポスト化施設）を併せて「鹿追町環境保全センター」とし

て平成19年10月より施設を稼動。稼動当初は、家庭系の食品廃棄物は堆肥

化施設へ投入していたが、現在は、事業系の食品廃棄物や農業集落排水汚

泥とともに、バイオガス化施設に投入している。 

■生成したガスは、発電し、FITにより売電している。また、バイオガス化

の発酵残渣は、液肥として耕種農家や畜産農家の牧草地で利用している。 

【取組のポイント】 

■中山間地域総合整備事業のほか、農林水産省の「バイオマス環作り交付金」の

適用も受け、町の事業費負担を抑えることができた。 

■事業化の準備段階で、酪農家を交えた関係者による準備組織を設立し、バイオ

ガス化施設に投入する家畜排せつ物集まる見込みや、発酵残渣の液肥としての需

要をある程度見込めることができた。 

■町が直接運営しているため、廃棄物処理法の業許可及び施設許可は不要であっ

た。 


